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本報告書本文中に用いる用語の取扱いについて 
 
 本報告書の本文中における記述に用いる用語の使い方は、次のとおりとする。 
 
①  断定できる場合 

   ・・・「認められる」 
 
 ② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 
   ・・・「推定される」 
 
 ③ 可能性が高い場合 
   ・・・「考えられる」 
 
 ④ 可能性がある場合 
   ・・・「可能性が考えられる」 
   ・・・「可能性があると考えられる」 
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１ 事故の概要等 
 
１．１ 事故の概要 
発 生 日 時：平成３１年１月１０日（木） １９時ごろ 
発 生 場 所：新潟県新潟市 工場 
被 害 者：なし 
概 要：利用者が４階で降りた後、戸が閉まりながらかごが上昇し、

最上階（６階）を行き過ぎた位置で停止した。なお、釣合い

おもりは昇降路内ピット部の緩衝器に衝突していた。 

 

１．２ 調査の概要 
平成３１年２月５日 昇降機等事故調査部会委員、国土交通省職員及び特定

行政庁（新潟市）職員による現地調査を実施。 
 
その他、昇降機等事故調査部会委員によるワーキングの開催、ワーキング

委員及び国土交通省職員による資料調査を実施。 
 

２ 事実情報 
 
２．１ 建築物に関する情報 
所 在 地：新潟県新潟市 
構 造：鉄骨造（一部鉄筋コンクリート造） 
階 数：地上６階 
建 物 用 途：工場 
確認済証交付年月日：昭和６１年１月２０日 
検査済証交付年月日：昭和６１年８月２５日 
 

２．２ エレベーターに関する情報 
2.2.1 事故機の仕様等に関する情報 

製 造 業 者：昌和輸送機株式会社（以下「昌和輸送機」という。） 
製 品 型 式：ＶＦ－９８０－９０－２Ｓ－６Ｆ 
用 途：荷物用 
定 格 積 載 量：９８０ｋｇ 
定 格 速 度：９０ｍ／分 
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駆 動 方 式：ロープ式（トラクション式） 
制 御 方 式：可変電圧可変周波数制御方式 
操 作 方 式：単式自動方式 
昇 降 行 程：２８．７ｍ 
停 止 階 数：６箇所停止（１～６階） 
出入口の大きさ：間口１，７００ｍｍ×高さ２，４００ｍｍ 
出入口の 戸：２枚戸片開き 
かごの大きさ：間口１，７００ｍｍ×奥行２，３００ｍｍ×高さ２，４００ｍｍ 
電動機定格容量：１５ｋＷ 
巻 上 機：ウォームギヤ・６５００型 
戸開走行保護装置：未設置 
確認済証交付年月日：平成１０年１月７日 
検査済証交付年月日：平成１０年３月２５日 

 
2.2.2 事故機の保守に関する情報 
保守点検業者：株式会社ハイン（以下「ハイン」という。） 
契 約 内 容：ＰＯＧ契約（月１回） 
直近の定期検査実施日：平成３０年７月４日（指摘事項なし、既存不適格あり） 
直近の保守点検日：平成３１年１月９日（指摘事項なし） 

 
２．３ 事故発生時の状況等に関する情報 
2.3.1 利用者（工場作業者）から得られた情報 
・４階でかご内の積荷（約３００ｋｇ）とともに降りた際、後ろを振り返

ったところ、戸が閉まりながらかごが上昇したとのこと（写真１、写真

２）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真２ 巻上機外観 写真１ ４階の乗場（左側が事故機） 
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2.3.2 保守点検業者から得られた情報 
・本件事故の翌日７時ごろ、所有者からエレベーターが動かないという連

絡があり、昇降路内を確認したところ、かごは最上階を行き過ぎた位置

で停止しており、釣合おもりはピット部の緩衝器に衝突していた。 
・ブレーキ引き摺り時の急激な温度上昇を検知し、エレベーターを登録階

に停止させた後、運行を休止させる安全装置（温度ヒューズ）が設置さ

れていたが、温度ヒューズは切れていたのにもかかわらず誤配線により

エレベーターは運転を休止しなかった。（当初は設置されておらず、平成

２９年８月に追加された。） 
・ブレーキライニングは摩耗して残厚が約６ｍｍとなっており、周辺には

ブレーキライニングの摩耗粉が多く見られた。なお、事故機のブレーキ

ライニングの厚さは、初期値８ｍｍ、定期検査における要是正値は４ｍ

ｍであり、直近の定期検査における測定値は７．５ｍｍであった。 
・ＰＬＣ※１のリレー出力モジュールのうち、Ｂ５１リレー及びＢ５２リレ

ーにおいて、ＯＦＦ故障（ＯＮ指令を出力しても接点がＯＦＦ状態を継

続する故障）が発生していた。 
・直近の保守点検は平成３１年１月９日（本件事故の前日）に実施してお

り、この際、ブレーキ自体の点検は実施しなかったが、特に異音や異臭

等の異常は感じられなかった。 
※１ 「Programmable Logic Controller」。ＰＬＣとは、エレベーター

の運行を制御するための装置の一つであり、制御基板、電源回路基

板（電源ユニット）、リレー出力モジュール等の電気部品から構成さ

れている。ドアスイッチ等の各種動作確認スイッチのＯＮ／ＯＦＦ

情報に基づき、あらかじめ設定された運行プログラムを実行し、エ

レベーターの制御を行う。 
 
２．４ 調査により得られた情報 
2.4.1 事故機の巻上機及びブレーキに関する情報 
・事故機は、かごを静止保持するためのブレーキトルクよりもかごを昇降さ

せるためのモータートルクの方が大きい構造となっている。 
・事故機の巻上機は、左右のブレーキレバーと同じ高さにソレノイドが横方

向に固定されており、ブレーキ開放時にはブレーキプランジャーが移動し、

ブレーキカムを介してブレーキアームを広げ、ブレーキドラムからブレー

キライニングを離す構造となっている（写真３、図１）。 
・事故機のブレーキは、ブレーキライニングの摩耗が進行した場合にブレー

キプランジャーの移動が拘束される構造となっていることから、要改善ブ
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レーキ※２として、平成２８年９月に国土交通省より製造業者の昌和輸送機

に対し安全対策の実施を指導している。 
・要改善ブレーキの安全対策として、製造業者の昌和輸送機より保守点検業

者のハインに対し温度ヒューズ※３の設置を要請し、平成２９年８月に温度

ヒューズを設置していたが、事故発生後、温度ヒューズの作動状況につい

て調査したところ、温度ヒューズ（設定温度７６℃）は切れていたのにも

かかわらず誤配線により作動していなかった（写真３）。 
・ブレーキプランジャーの移動の拘束状況についても調査したところ、ブレ

ーキコアがブレーキケースカバーに接触し、ブレーキプランジャーの動き

が拘束された状態となっていたものと考えられる（図２）。 
※２ 要改善ブレーキとは、戸開走行保護装置が未設置で、ブレーキ引き

摺りに対し脆弱なブレーキ構造を持つブレーキである。 
平成２８年９月以降、国土交通省が昇降機の製造業者に対して、安全

対策の実施を指導している。 
※３ 温度ヒューズとは、ブレーキ引き摺り時の温度上昇を検知し、エレ

ベーターの運転を休止させる装置の一つである。一般的にブレーキア

ーム等に温度ヒューズを固定し、ブレーキ引き摺りによる発熱が設定

温度に達すると温度ヒューズが切れて、エレベーターを最寄り階又は

登録階に停止させた後、運転を休止させる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真３ ブレーキ外観 

ソレノイド 

ブレーキアーム 

温度ヒューズ 

ブレーキカム 

ブレーキスプリング 

ブレーキ調整ボルト 

ブレーキライニングブレーキドラム 

モーター 
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2.4.2 制御盤に関する情報 
・事故機の制御盤におけるブレーキ制御に関する機器としては、インバータ、

電磁接触器及びＰＬＣがあげられる（写真４）。 
・事故発生後、制御盤内の機器について確認したが、外観上の異常は見られ

なかった。また、インバータの異常履歴を確認したが、異常発生の履歴は

なかった。 

図２ ソレノイド構造図（上面） 

：ブレーキコイル 
：ブレーキプランジャー 

：ブレーキ作動時 
：ブレーキ開放時 

ブレーキロッド 
ブレーキロッド受座金 

ブレーキケース 

ブレーキケースカバー 
ブレーキコア 

ブレーキカム 
コイル鉄芯 

ブレーキアーム 

ブレーキ調整ボルト 

図１ ブレーキの動作 

（ａ）ブレーキ立面図 （ｂ）ソレノイド上面図 
ブレーキアーム 
ブレーキライニング 

ソレノイド 
ブレーキカム 

ブレーキドラム
 

ブレーキスプリング
 

ブレーキ調整ボルト 

：ブレーキコイル 
：ブレーキプランジャー 

ブレーキコアが 
ブレーキケースカバーに接触 

可動範囲 
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2.4.3 ブレーキ回路に関する情報 
・事故機のブレーキ動作に関する回路構成を図３に、図３における電磁接触

器及びリレーの詳細を表１に示す。 
・図３（ａ）のとおり、ブレーキ回路は電磁接触器５２Ｍ（以下「５２Ｍ」

という。）、電磁接触器ＢＫ（以下「ＢＫ」という。）及び電磁接触器１９

（以下「１９」という。）の接点をブレーキコイルに直列に接続した構成

であり、接点がＯＮ動作し、ブレーキコイルに電流が流れるとブレーキが

開放される。 

・５２Ｍは、インバータ電源遮断用の電磁接触器である。３時間以上運転が

無い状態が続いたときにアイドル状態に移行してインバータの電源を遮

断するものであり、走行時は常時ＯＮであるため、走行開始時のブレーキ

開閉動作はＢＫ及び１９のＯＮ／ＯＦＦ制御のみに依存する回路構成と

なっている。 

・ＢＫは、ブレーキ開閉用の電磁接触器である。走行開始時にＯＮとなりブ

レーキを開放し、停止時にＯＦＦとなりブレーキを閉じる。 

・１９は、アクセル回路動作用の電磁接触器である。ブレーキコイルの温度

上昇を抑制するため、走行開始時にＯＮとなりブレーキ開放に必要な電流

を流し、走行開始２秒後にＯＦＦとなりブレーキ開放時より小さな電流で

ブレーキ開放状態を保持する。 

インバータ 

（ａ）制御盤全体 

（ｂ）電磁接触器 

（ｃ）ＰＬＣ 

リレー出力モジュール 

写真４ 制御盤 
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・製造業者によると、走行開始時に１９がＯＦＦの状態でＢＫのみＯＮの状

態になると、ブレーキが開放されない場合もあるとのことである。 

・ＢＫのＯＮ／ＯＦＦ制御は、図３（ｂ）のとおり、電磁接触器２９（以下

「２９」という。）及びＰＬＣのリレー出力モジュール内にあるＢ５１リ

レーにより行い、１９のＯＮ/ＯＦＦ制御は、２９及びＰＬＣリレー出力

モジュール内にあるＢ５２リレーにより行っている。 

・２９は、安全装置動作時電源遮断用の電磁接触器であり、異常時のみＯＦ

Ｆとなる。通常時のＢＫのＯＮ／ＯＦＦ制御はＢ５１リレーのみに、１９

のＯＮ／ＯＦＦ制御はＢ５２リレーのみにそれぞれ依存する回路構成と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電磁接触器 
１９ 

電磁接触器 
ＢＫ 

電磁接触器 
５２Ｍ 

～ 
ＡＣ２００Ｖ 

５２Ｍ ５２Ｍ ＢＫ ＢＫ １９ １９ ＢＫ 
ブレーキコイル 

サージ電圧対策素子 

（ａ）ブレーキコイル部 

（ｂ）ブレーキ制御部 

Ｂ５０ 

Ｂ５１ 

Ｂ５２ 

５２ＭＸ 

ＢＫ 

１９ 

５２Ｍ 
５２ＭＸ ５２ＭＸ 

Ｂ５１ 

Ｂ５２ 

Ｂ５０ 

走行時のブレーキの開閉動作は
Ｂ５１リレー及びＢ５２リレー
のＯＮ／ＯＦＦ制御のみに依存 

制
御
回
路
部 

ＤＺ 

４１ 

電磁接触器 
ＢＫ 

電磁接触器 
５２Ｍ 

ＰＬＣ 
リレー出力モジュール 

２９ 

～ 
ＡＣ２００Ｖ 

電磁接触器 
１９ 

電磁接触器 
２９ 

図３ 事故機のブレーキ回路構成 
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表１ ブレーキ回路における各部品の詳細 
機器名称 記号 用途 動作条件 

電磁接触器 

５２Ｍ 
主インバータの電源遮断用

電磁接触器の制御 
アイドル状態解除時ＯＮ、アイドル状態移行時ＯＦＦ 

５２ＭＸ ５２Ｍ制御用 アイドル状態解除時ＯＮ、アイドル状態移行時ＯＦＦ 

ＢＫ ブレーキ開閉用 走行開始時ＯＮ、停止時ＯＦＦ 

１９ アクセル回路動作用 走行開始時ＯＮ、走行開始２秒後にＯＦＦ 

２９ 安全装置動作時電源遮断用 正常時ＯＮ、安全装置動作時ＯＦＦ 

リレー 

Ｂ５０ ５２ＭＸ制御用 アイドル状態解除時ＯＮ、アイドル状態移行時ＯＦＦ 

Ｂ５１ ＢＫ制御用 走行開始時ＯＮ、停止時ＯＦＦ 

Ｂ５２ １９制御用 走行開始時ＯＮ、走行開始２秒後にＯＦＦ 

５２ＭＸ ５２Ｍ制御用 アイドル状態解除時ＯＮ、アイドル状態移行時ＯＦＦ 

４１ 戸開検出用 戸閉時ＯＮ、戸開時ＯＦＦ 

ＤＺ ドアゾーン検出用 ドアゾーン外ＯＦＦ、ドアゾーン内ＯＮ 

 

 

2.4.4 ＰＬＣに関する情報 
・事故機のＰＬＣは、富士電機株式会社（以下「富士電機」という。）製の 

Ｆ５５を使用している。Ｆ５５は、ベースのＣＰＵやＥＥＰＲＯＭ※４を内

蔵したラックに、Ｉ／Ｏユニット※５等を組み付けて拡張するシステムとな

っている。 
・Ｉ／Ｏユニットのうち、リレー出力モジュールは、外部負荷をシーケンス制

御するリレー入出力機能の部分で箱状に構成したユニットであり、Ｆ５５で

は、８～３２点の接点をもつリレー出力モジュールが取り付けられている。 
・事故機では、１６点の接点をもつカード型のリレー出力モジュールを６枚

使用している（入力：０番台、１０番台、４０番台、出力：２０番台、３０

番台、５０番台）。 
※４ 「Electronically Erasable and Programmable ROM」。ＥＥＰＲＯＭ

とは、不揮発性メモリの一種で、電圧の操作によって記憶内容の消去や

再書き込みができる半導体記憶装置。 
※５ 「Input Output Unit」。Ｉ／Ｏユニットとは、外部入出力を行うユニ

ットのこと。 

 
2.4.5 リレー出力モジュールに関する情報 
（１）リレー出力モジュールの外観及び仕様 
・リレー出力モジュールの外観を写真５、仕様を表２に示す。事故機のリレ
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ー出力モジュールは富士電機製であり、高見澤電機製作所製の出力リレー

を使用している。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

表２ リレー出力モジュールの仕様 
項目 製品仕様 

出力点数 １６点 
接点定格電圧 ＡＣ２４０Ｖ／ＤＣ１１０Ｖ 

最大電流 
２Ａ／１点（ＤＣ３０Ｖ／ＡＣ２６４Ｖ） 
０．２Ａ／１点（ＤＣ１１０Ｖ） 

最小開閉電圧電流 ＤＣ５Ｖ ０．００１Ａ 
最大開閉頻度 ３,６００回／時 
絶縁耐力 ＡＣ１,５００Ｖ １分間（出力端子一括と接地間） 
絶縁抵抗 ＤＣ５００Ｖにて１０ＭΩ以上（出力端子一括と接地間） 

 
（２）再現実験により得られた情報 

・2.3.2 より、リレー出力モジュールのうち、Ｂ５１リレー及びＢ５２リレ

ーにおいて、ＯＦＦ故障が発生していたものと考えられるため、実機にて

再現実験を実施した。３０番台のリレー出力モジュールと５０番台のリレ

ー出力モジュールにおけるリレー接点一覧を表３に示す。 
・事故当時の状況を再現するため、５０番台のリレー出力モジュールを設置

し走行開始したところ、ブレーキは開放されなかった。 
・５０番台のリレー出力モジュールと３０番台のリレー出力モジュールを

入れ替え走行開始したところ、ブレーキは正常に開放された。一方、かご

操作盤において、５階及び６階の押しボタンを押しても表示器は点灯しな

かった。 
・実験結果より、Ｂ５１リレー及びＢ５２リレーにおいて動作不良が発生し

（ａ）内部（ケースを取外した状態） 

写真５ リレー出力モジュール外観 

（ｂ）出力リレー単体 
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ていたものと推定される。なお、2.4.3 より、Ｂ５１リレー及びＢ５２リ

レーがＯＮ故障するとブレーキは開いた状態を継続し、ＯＦＦ故障すると

ブレーキは閉じた状態を継続することから、事故機においてはＯＦＦ故障

が発生していたものと推定される。 

 

表３ 事故機のリレー出力モジュールにおけるリレー接点比較 
リレー 

番号 
記号 用途 

リレー 

番号 
記号 用途 

Ｂ５０ ５２ＭＸ 
主インバータの電源遮断用電
磁接触器の制御 

Ｂ３０ ４Ｐ 
行き先に４階が登録されたこ
とを示す表示灯を点灯させる 

Ｂ５１ ＢＫ 
主ブレーキのブレーキソレノイドに電
源を供給する電磁接触器の制御 

Ｂ３１ ５Ｐ 
行き先に５階が登録されたこ
とを示す表示灯を点灯させる 

Ｂ５２ １９ アクセル回路動作 Ｂ３２ ６Ｐ 
行き先に６階が登録されたこ
とを示す表示灯を点灯させる 

Ｂ５３ ＭＤ 
ドアインバータの電源遮断用
電磁接触器の制御 

Ｂ３３ １Ｌ 
７seg のデジタル灯に「１」
の形で点灯させる 

Ｂ５４ 未使用 － Ｂ３４ ２Ｌ 
７seg のデジタル灯に「２」
の形で点灯させる 

Ｂ５５ ＤＲＸ 
ドアブレーキに電源を供給す
る電磁継電器の制御 

Ｂ３５ ３Ｌ 
７seg のデジタル灯に「３」
の形で点灯させる 

Ｂ５６ 未使用 － Ｂ３６ ４Ｌ 
７seg のデジタル灯に「４」

の形で点灯させる 

Ｂ５７ ＡＣ 
かご内電灯に電源を供給する

電磁継電器の制御 
Ｂ３７ ５Ｌ 

７seg のデジタル灯に「５」

の形で点灯させる 

Ｂ５８ ２１Ｃ 
かご戸インバータに向けて戸
開指令の信号を出力する 

Ｂ３８ ６Ｌ 
７seg のデジタル灯に「６」
の形で点灯させる 

Ｂ５９ ２２Ｃ 
かご戸インバータに向けて戸
閉指令の信号を出力する 

Ｂ３９ 未使用 － 

Ｂ５Ａ ２８Ｃ 
かご戸インバータに向けて緩慢な速
度にする指令の信号を出力する 

Ｂ３Ａ ＤＯＰ かご戸開け表示灯を点灯させる 

Ｂ５Ｂ 未使用 － Ｂ３Ｂ 未使用 － 

Ｂ５Ｃ 未使用 － Ｂ３Ｃ 未使用 － 

Ｂ５Ｄ 未使用 － Ｂ３Ｄ 未使用 － 

Ｂ５Ｅ 未使用 － Ｂ３Ｅ 未使用 － 

Ｂ５Ｆ 未使用 － Ｂ３Ｆ 未使用 － 

 

（３）リレー接点の使用条件 

・事故機のブレーキ回路は図３（ｂ）のとおりである。ブレーキ回路に関す

るリレー出力モジュールのリレー接点詳細を表４に示す。 
・事故機におけるＢ５１リレー及びＢ５２リレーの使用条件は以下のとお

りである。 
・Ｂ５１リレーにかかる負荷は、ＢＫのコイル駆動電流であり、ＡＣ２００

Ｖ、定常時電流０．０７５Ａである。 
・Ｂ５２リレーにかかる負荷は、１９のコイル駆動電流であり、ＡＣ２００

Ｖ、定常時電流０．０７５Ａである。 
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・Ｂ５１リレー及びＢ５２リレーの接点開閉回数は、エレベーターの起動回

数と同じであり、事故機の累積運転時間（２８３０．６時間）と１回の運

転にかかる平均時間（１５秒とする）から算出すると、接点の累積開閉回

数は約６８万回となり、一日平均では７６回となる。 
 

表４ 事故機のブレーキ回路に関するリレー接点の詳細 

リレー
番号 

記号 用途 負荷電圧 負荷電流 開閉条件 
開閉回数 

(Ｂ５１との比較) 

Ｂ５０ ５２ＭＸ 
主インバータの電源遮断用

電磁接触器の制御 
ＡＣ２００Ｖ ０．０１２４Ａ 

アイドル状態 

解除時 
 

Ｂ５１ ＢＫ 
主ブレーキのブレーキソレノイドに

電源を供給する電磁接触器の制御 
ＡＣ２００Ｖ ０．０７５Ａ ブレーキ動作時 （基準） 

Ｂ５２ １９ アクセル回路動作 ＡＣ２００Ｖ ０．０７５Ａ ブレーキ動作時 同回数 

Ｂ５３ ＭＤ 
ドアインバータの電源遮断
用電磁接触器の制御 

ＡＣ２００Ｖ ０．０４５Ａ 非常停止時  

Ｂ５４ 未使用 － － － － － 

Ｂ５５ ＤＲＸ 
ドアブレーキに電源を供給

する電磁継電器の制御 
ＡＣ２００Ｖ ０．０１２４Ａ 戸開閉時 倍回数 

Ｂ５６ 未使用 － － － － － 

Ｂ５７ ＡＣ 
かご内電灯に電源を供給す
る電磁継電器の制御 

ＡＣ２００Ｖ ０．０４５Ａ 照明ＯＦＦ時  

Ｂ５８ ２１Ｃ 
かご戸インバータに向けて

戸開指令の信号を出力する 
ＤＣ２４Ｖ ０．００８Ａ 戸開時 同回数 

Ｂ５９ ２２Ｃ 
かご戸インバータに向けて
戸閉指令の信号を出力する 

ＤＣ２４Ｖ ０．００８Ａ 戸閉時 同回数 

Ｂ５Ａ ２８Ｃ 
かご戸インバータに向けて緩慢な
速度にする指令の信号を出力する 

ＤＣ２４Ｖ ０．００８Ａ 
戸開閉時 
(ドア速度切替) 

倍回数 

Ｂ５Ｂ 未使用 － － － － － 

Ｂ５Ｃ 未使用 － － － － － 

Ｂ５Ｄ 未使用 － － － － － 

Ｂ５Ｅ 未使用 － － － － － 

Ｂ５Ｆ 未使用 － － － － － 

 
 
（４）リレーの内部構造 
・Ｂ５１リレー及びＢ５２リレーの内部構造図を図４に示す。 
・図４のとおり、コイルに電流が流れると、コアにアーマチュアが引き寄せ

られ、アーマチュアに取り付けられた作動片が可動接点フレームを押し、

可動接点と固定接点が接触する構造となっている。 
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（５）事故機のＢ５１リレー及びＢ５２リレーにおける内部点検結果 
・ＰＬＣの製造業者において、事故機のＢ５１リレー及びＢ５２リレーの接

点出力を確認したところ、接点出力がないことが確認された。 
・Ｂ５１リレー及びＢ５２リレー以外のブレーキ回路に関するリレーの接

点出力も確認したところ異常は認められなかった。 
・事故機のＢ５１リレー及びＢ５２リレーのカバーを外して内部を点検し

た結果、以下のことが確認された。 
・可動接点及び固定接点ともに、黒色状の粒子が付着していた（写真６、  

写真７）。 
・接点の消耗が確認され、特にＢ５１リレーが激しく消耗していた。 
・Ｂ５１リレーについて、走査型電子顕微鏡で拡大して確認したところ、固

定接点に数十μｍ以上の比較的大きな粒子が見られた（写真８、写真９）。 
・Ｂ５１リレーについて、エネルギー分散型Ｘ線分光法による元素マッピン

グ分析を実施したところ、固定接点（銀合金に金貼り）の変色部及び接点

に付着した黒色状の粒子から、本来は金のみが検出されるべきであるのに

もかかわらず銀と酸素の成分が強く検出された。また、固定接点フレーム

（青銅）の表面に付着した黒色状の粒子からも銀と酸素の成分が検出され

た（写真１０、写真１１）。 

コイル コア 

アーマチュア 

作動片 

固定接点フレーム 

可動接点フレーム 

可動接点 
（銀合金に金貼り） 

固定接点 
（銀合金に金貼り） 

可動接点フレーム（青銅） 

固定接点フレーム（青銅） 

図４ Ｂ５１リレー及びＢ５２リレーの内部構造図 
（ａ）リレーの内部構造図 （ｂ）接点部分の展開図 
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写真６ Ｂ５１リレーの接点状況 

（ａ）可動接点 （ｂ）固定接点 

写真７ Ｂ５２リレーの接点状況 
（ａ）可動接点 （ｂ）固定接点 

（ａ）可動接点 （ｂ）固定接点 
写真８ Ｂ５１リレーの電子像 

接点 

接点フレーム 
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（ａ）接点 （ｂ）接点フレーム 
写真９ Ｂ５１リレーの固定接点拡大電子像 

数十μｍｍ以上の大きな粒子 

写真１０ Ｂ５１リレーの元素マッピング分析結果（固定接点） 

少 多 

炭素（Ｃ） 酸素（Ｏ） 

金（Ａｕ） 銀（Ａｇ） ニッケル（Ｎｉ） 

元素検出量 
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（６）Ｂ５１リレー及びＢ５２リレー以外のリレーに関する内部点検結果 
・ブレーキ回路に関するリレー出力モジュールのうち、Ｂ５１リレー及びＢ

５２リレーとの接点状態を比較するため、接点にかかる負荷電流又は開閉

回数の異なるＢ５３、Ｂ５５、Ｂ５８、Ｂ５Ａのリレーを選定し、内部点

検した結果を表４、表５、表６、表７に示す。 
 

表４ Ｂ５３リレーの接点状況 
リレー番号 接点部分の状況 

Ｂ５３ 

・接点出力は正常であった。 
・固定接点の金メッキ表面に少量の銀成分の付着が認められた。 

 
 
 
 
 
 

 
 

炭素（Ｃ） 酸素（Ｏ） 

スズ（Ｓｎ） 銀（Ａｇ） 銅（Ｃｕ） 

少 多 

元素検出量 

写真１１ Ｂ５１リレーの元素マッピング分析結果（固定接点フレーム） 

可動接点 固定接点 
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表５ Ｂ５５リレーの接点状況 
リレー番号 接点部分の状況 

Ｂ５５ 

・接点出力は正常であった。 
・黒色状の粒子の付着が認められたが、数十μｍ以上の大きな粒子

は見られなかった。 
・固定接点の金メッキ表面に大量の銀、酸素、ニッケル成分の付着が

認められた。 
 
 
 
 
 
 

 
表６ Ｂ５８リレーの接点状況 

リレー番号 接点部分の状況 

Ｂ５８ 

・接点出力は正常であった。 
・固定接点の金メッキ表面に銀、酸素、ニッケル成分の付着が認めら

れた。 
 
 
 
 
 
 

 
表７ Ｂ５Ａリレーの接点状況 

リレー番号 接点部分の状況 

Ｂ５Ａ 

・接点出力は正常であった。 
・固定接点の金メッキ表面に銀、酸素、ニッケル成分の付着が認めら

れた。 
 
 
 
 
 
 
 

   

固定接点 可動接点 

固定接点 可動接点 

可動接点 固定接点 
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２．５ 保守点検に関する情報 

2.5.1 製造業者によるＰＬＣの交換基準について 

・当該ＰＬＣの交換基準は、ＰＬＣの製造業者の技術資料において１０年が耐

用年数とされていることから、製造業者の昌和輸送機でも１０年で交換する

よう交換基準を設定し、ＰＬＣの推奨交換時期を１０年に一度と記載した資

料をエレベーター引き渡し時に取扱説明書と一緒に所有者へ渡していた。 
・製造業者の昌和輸送機では耐用年数を１０年とした際の耐用作動回数は

５０万回と想定しており、１日あたりの最大運転回数１２０回（可動時間

１２時間、１時間のあたりの運転回数１０回）で１０年使用するという条

件で試算すると、約４４万回の作動回数となることから、交換基準の１０

年は適切であるとしている。 
 

2.5.2 ＰＬＣの交換履歴について 
・2.5.1 のとおり、製造業者の定めた交換基準は１０年であったが、事故機

において、設置当初（平成１０年３月）から事故発生までの約２１年間、

ＰＬＣ及びリレー出力モジュールは一度も交換せずに使用されていた。 
・同じ建築物内にある３台の同型機についても事故機と同様に、ＰＬＣ及び

リレー出力モジュールは一度も交換せずに使用されていた。 
 
２．６ 緊急点検に関する情報 

・製造業者の昌和輸送機は、本件事故発生後に事故機と同型の巻上機（６５００

型、５５台）について緊急点検を実施した。 
・緊急点検の結果、ブレーキに摩耗粉が認められたものは０台、温度ヒューズ

の誤配線が認められたものは３台（同じ建築物内に設置された同型機のみ）

であった。 
・温度ヒューズについては、走行中に温度ヒューズの配線を外し、正常に機能

する（登録階停止後に運行休止となる）ことを確認している（誤配線が認め

られた３台については是正後に動作確認を実施している）。 
・2.4.2 のとおり、事故機のブレーキは要改善ブレーキであることから、ブレ

ーキライニングの厚さが定期検査報告における要是正値となる前にブレー

キ調整ボルトでブレーキアームの位置を調整する必要があるが、事故機を含

む４３台については、ブレーキ調整ボルトの調整代が不足し要是正値となる

まで調整できないおそれがあると認められた。 
・これらの４３台については、ブレーキ調整ボルトの調整代を確保した対策品の

ブレーキカムに交換することとし、令和元年１０月現在、交換完了したものが

９台、令和２年２月までに交換完了する予定のものが３４台となっている。 
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３ 分析 
 
３．１ 事故発生時の状況に関する分析 

２．３より、ブレーキ周辺にブレーキライニングの摩耗粉が見られ、また、

温度ヒューズが切れていたことから、ブレーキ引き摺りが発生したものと推定

される。 
ブレーキ引き摺りが発生したのは、走行開始時にモーターの回転指令が出さ

れたのにもかかわらずブレーキが開放されず、ブレーキトルクよりもモーター

トルクの方が大きい構造となっているためと認められる。 
また、ブレーキ引き摺りによる摩擦熱でブレーキが高温となり、温度ヒュー

ズが切れたのにもかかわらず誤配線によりエレベーターが登録階停止後に運

転休止とならなかったものと認められる。 
その結果、ブレーキライニングの摩耗が進行し、ブレーキプランジャーの移

動が拘束され、ブレーキに本来必要な保持力が得られず、かごを静止保持でき

なくなったものと推定される。 
 

３．２ ブレーキに関する分析 
2.4.1 のとおり、事故機のブレーキは、ブレーキライニングの摩耗が進行し

た場合にブレーキプランジャーの移動が拘束される構造となっていることか

ら、その安全対策として温度ヒューズを設置していたのにもかかわらず、ハイ

ンが温度ヒューズを設置する際に、誤配線をしていたものと認められる。 

温度ヒューズを平成２９年８月に設置してから事故発生までの間、誤配線の

状態が継続していたのは、温度ヒューズ設置後に動作確認を一度も実施してい

なかったためと認められる。 

なお、製造業者の昌和輸送機が保守点検業者（ハインを含む協力会社）に渡

していた温度ヒューズの設置マニュアルには、温度ヒューズ設置後に動作確認

を実施するよう記載されていなかった。 

 

３．３ Ｂ５１リレー及びＢ５２リレーのＯＦＦ故障発生要因の分析 
3.3.1 ブレーキ回路に関する分析 

2.4.3 のとおり、走行開始時のブレーキ開閉動作はＢＫ及び１９のＯＮ／

ＯＦＦ制御のみに依存す回路構成となっており、ＢＫのＯＮ／ＯＦＦ制御は

Ｂ５１リレーのみに、１９のＯＮ／ＯＦＦ制御はＢ５２リレーのみにそれぞ

れ依存する回路構成となっている。 

また、2.4.5 の（２）のとおり、５０番台のリレー出力モジュールと３０
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番台のリレー出力モジュールを入れ替え走行開始したところ、ブレーキは正

常に開放されたことから、ＢＫ及び１９がＯＦＦ故障した可能性はなく、Ｂ

５１リレー又はＢ５２リレーがＯＦＦ故障したものと推定される。 
 

3.3.2 Ｂ５１リレー及びＢ５２リレーにおける内部点検結果に関する分析 
2.4.5 の（５）のとおり、Ｂ５１リレー及びＢ５２リレーの接点出力を確

認したところ、接点出力がないことが認められたことから、Ｂ５１リレー及

びＢ５２リレーのカバーを外して内部を点検した結果、可動接点及び固定接

点ともに、接点に黒色状の粒子が付着していたこと、また、接点が消耗して

いたことが認められた。 
このため、Ｂ５１リレーについて、走査型電子顕微鏡による確認及びエネ

ルギー分散型Ｘ線分光法による元素マッピング分析を実施したところ、固定

接点に数十μｍ以上の大きな粒子が認められるとともに、これら黒色状の粒

子からは銀と酸素の成分が強く検出された。 
黒色状の粒子は酸化銀であると推定され、酸化銀は可動接点と固定接点が

開閉する際に接点間において発生するサージ電圧（アークエネルギー）によ

って生成されるものと考えられる。 
この酸化銀のうち、比較的大きな粒子が接点の接触状態を悪化させ、接点

抵抗が増加し続けたことにより、最終的に接触不良となり、ＯＦＦ故障が発

生したものと推定される。 
 

3.3.3 Ｂ５１リレー及びＢ５２リレー以外のリレーに関する分析 
2.4.5 の（６）のとおり、Ｂ５１リレー及びＢ５２リレー以外のリレーに

ついても接点出力を確認したところ、接点出力は正常であることが認められ

た。 
また、Ｂ５５リレーにおいて、固定接点に大量の黒色状の粒子が付着して

いたが、数十μｍ以上の大きな粒子は認められなかった。 
 

３．４ 保守点検に関する分析 
２．５のとおり、製造業者はＰＬＣの推奨交換時期を１０年に一度と記載し

た資料をエレベーター引き渡し時に取扱説明書と一緒に所有者へ渡していた。 
しかしながら、平成１０年に設置されて以降、事故発生までの約２１年間、

ＰＬＣ及びリレー出力モジュールは一度も交換せずに使用されていたことか

ら、適切な維持保全がされていなかったものと認められる。 
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４ 原因 
 
本事故は、利用者が４階で降りた後、戸が閉まりながらかごが上昇し、釣合い

おもりは下降して昇降路内ピット部の緩衝器に衝突し、かごは最上階を行き過

ぎた位置で停止したものである。 
かごが上昇したのは、ブレーキ引き摺りが発生し、ブレーキライニングの摩耗

が進行し、ブレーキプランジャーの移動が拘束されたことで、ブレーキに本来必

要な保持力が得られなくなり、かごを静止保持できなくなったためと推定され

る。 
なお、ブレーキ引き摺りが発生すると、安全装置（温度ヒューズ）が動作して、

エレベーターは登録階停止後に運転休止となる設定がされていたが、誤配線に

よりエレベーターが運転休止とならなかったものと認められる。 
ブレーキ引き摺りが発生したのは、ＰＬＣのリレー出力モジュールのＢ５１

リレー及びＢ５２リレーにＯＦＦ故障が発生したことにより、走行開始時にモ

ーターの回転指令が出されたのにもかかわらずブレーキが開放されず、ブレー

キトルクよりもモータートルクの方が大きい構造となっているためと認められ

る。 
Ｂ５１リレー及びＢ５２リレーにＯＦＦ故障が発生したのは、リレーの可動

接点と固定接点が開閉する際に接点間において発生するサージ電圧（アークエ

ネルギー）によって酸化銀が生成され、この酸化銀のうち、比較的大きな粒子が

接点の接触状態を悪化させ、接点抵抗が増加し続けたことにより、最終的に接触

不良となったためと推定される。 
事故機において、酸化銀により接点抵抗が増加し続けたのは、ＰＬＣ及びリレ

ー出力モジュールを約２１年間一度も交換せずに使用していたためと認められる。 
 

５ 再発防止策 
 
５．１ 事故機及び同じ建築物内の同型機に対する対策 
5.1.1 製造業者が実施した再発防止策 
（１）事故機及び同じ建築物内の同型機について、温度ヒューズの配線を適切

な配線に是正した後、走行中に温度ヒューズの配線を外し、正常に機能

する（登録階停止後に運行休止となる）ことを確認した。 
（２）事故機及び同じ建築物内の同型機について、ブレーキ調整ボルトの調整

代が不足するおそれのない対策品のブレーキカムへ交換した。 
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5.1.2 保守点検業者が実施した再発防止策 
事故機について、新たなＰＬＣに交換した。また、同じ建築物内の同型

機についても、今後新たなＰＬＣに交換することとしている。 
 
５．２ 既設の同型機及び類似機に対する対策 
5.2.1 製造業者が実施している再発防止策 

製造業者の昌和輸送機は、戸開走行保護装置が設置されていない全ての

既設エレベーターに対して、要改善ブレーキについては温度ヒューズを現

場で追加設置し、要改善ブレーキ以外のブレーキについてはブレーキスイ

ッチ※６を製造時に工場で設置している。 
（１）ブレーキスイッチについては、工場出荷時に動作確認を実施している

ことから、温度ヒューズについて走行中に温度ヒューズの配線を外

し、正常に機能する（登録階停止後に運行休止となる）ことを確認す

る。 
（２）ブレーキ調整ボルトの調整代が不足するおそれのある同型機及び類似

機については、対策品のブレーキカムに交換する。 
（３）エレベーターの所有者及び管理者に対し、温度ヒューズの交換基準そ

の他保守点検時に必要な情報及びＰＬＣの推奨交換時期が１０年であ

ることについて周知徹底する。 
（４）製造業者の昌和輸送機が保守点検を実施していないエレベーターにつ

いては、所有者及び管理者に対し、ＰＬＣが適切に交換されているか

を保守点検業者に確認するよう周知徹底する。 
※６ ブレーキスイッチとは、ブレーキの開閉に応じ、ブレーキプランジャ

ーの動きで直接ＯＮ／ＯＦＦするブレーキライニングの動作検知装置。

ブレーキの開閉動作指令と実際のブレーキの開閉動作を検知比較し、不

整合があった場合はエレベーターを停止したままとする。 
 

６ 意見 
 
国土交通省は、昇降機の製造業者に対し、以下の事項について指導すること。 

 
（１）要改善ブレーキについて安全対策を徹底するとともに、既に実施した

安全対策についても正常に機能することを確認すること。 
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（２）所有者及び管理者が保守点検時に活用できるよう、ＰＬＣなど故障す

るとブレーキの動作に異常が発生するおそれのある部品の交換基準や

安全な運行に支障が生じるおそれのある欠陥に関する情報を、イラス

ト、写真等を用いた理解しやすい情報として所有者及び管理者に提供

すること。 
 
国土交通省は、昇降機の保守点検業者に対し、上記の保守点検に必要となる

情報を製造業者のホームページや所有者及び管理者から入手し、これらの情報

に基づき適切に保守点検を実施するとともに、所有者及び管理者に必要な部品

交換を促すよう指導すること。 
 
国土交通省は、昇降機の定期検査の検査者に対し、前回の定期検査以降にブ

レーキ動作に異常が発生するおそれがあると判断し、ブレーキの調整などの改

善を行った場合は、その改善策の具体的内容について検査結果表の特記事項に

記載し報告するよう周知徹底すること。 
 
国土交通省は、ブレーキ引き摺りに対する安全性確保のために必要な検査項

目及び検査方法について検討すること。 


